
平成 28 年 6 月 15 日 
各位 

株式会社 名古屋銀行 

【本件に関するお客さま専用のお問い合わせ窓口】 

名古屋銀行 お客さま相談室 

電話番号 ０１２０－７５８－７９０（フリーダイヤル） 

 または ０５２－９５１－５９１１（本部：代表） 

受付時間 ９：００～１７：００（土日祝、銀行の休業日は除きます） 

不祥事件発生についてのお詫び 

 

株式会社名古屋銀行（頭取 中村 昌弘）におきまして、このたび、元行員による不祥事

件が下記のとおり発生いたしました。 

信用を第一とする金融機関といたしまして、このような事態を招いたことを役職員一同、

深く反省いたしております。 

日頃からご支援・ご愛顧を賜っておりますお客さま、株主の皆さま、地域の皆さまに対し、

多大なるご迷惑とご心配をおかけし、心から深くお詫び申し上げます。 

 

記 

1. 事件の概要 

当行大樹寺支店に勤務していた元行員（男性 31 歳 渉外係）が、平成 26 年 10 月

から平成 28 年 5 月の間、大樹寺支店において、お客さまのご預金の着服を繰り返して

いたことが平成 28 年 5 月にお客さまのお問い合わせにより判明いたしました。 

（事故金額 16,940,000 円：被害金額 7,940,000 円） 

なお、被害金額については既に元行員から全額弁済されております。 

 

2. お客さまへの対応 

ご迷惑をおかけしましたお客さまにはお詫びのうえ、経緯について十分にご説明を行

い、被害金額についてはすべて弁済が済んでおります。 

 

3. 関係機関への届出等 

本件につきましては、法令に基づく監督官庁への届出を行うとともに、警察への通報

を行っております。 

 

4. 人事処分 

元行員については、当行の内部規程に則り、懲戒解雇をいたしました。 

経営としての責任を明確にするため、役員の減給処分も行っております。 

 

5. 今後の対応 

今般の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、役職員の倫理観の向上、内部管理

態勢の一層の充実・強化を図るとともに、信頼回復に向けて全力を挙げて取り組んでま

いります。 

 

 

 

以 上


